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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、１番木村議員、７番伊藤議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第４号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 昨日に引き続き一

般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序６、１、若者流出・少子化対策について、

２、個性と魅力あるまちづくりについて、３、安心

した生活と活気あふれる地域づくりについて、４、

公共施設管理について、議席番号４番、竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 皆さん、おはよ

うございます。通告に基づきまして、質問させてい

ただきます。答弁よろしくお願いいたします。 

 質問に入ります前に、夢現会２人を代表いたしま

して、このたびの胆振東部を震源地とした地震によ

り北海道全域で被害に遭われた皆様にお見舞いとお

亡くなりになられた多くの方のご親族様に対しまし

てお悔やみを申したいというふうに思います。 

 それでは、質問に入ります。件名１、若者流出・

少子化対策についてお伺いいたします。菊島市長は、

執行方針の中で持続可能な地域社会とするためには

未来を担う子供たちを生み育てやすい環境づくりを

進め、子育て世代や若者に住み続けていただく、あ

るいは移り住んでいただく、そして将来のまちを築

き上げていくことの重要性を表記しております。 

 そこで、項目の１、多様なニーズに応じた住宅支

援についてお聞きいたします。要旨の１になります

が、住宅は暮らしの原点となるもので、若者は生活

形態がさまざまで多様なニーズに応じた住宅支援を

行い、若年総人口の確保を行いたいと持ち家住宅建

設等助成、持ち家住宅土地購入助成、民間賃貸住宅

建設費助成、民間賃貸住宅リフォーム助成、そして

民間賃貸住宅土地購入助成や民間賃貸住宅家賃助成

などの各事業の継続の判断に至っております。継続

することで実際に流出の歯どめにはどれぐらいの影

響をしているのか、また既に我々議会も予算を可決

していますので、今年度につきましては今までの実

績も踏まえた上で目標値をどのように考えてそれを

達成しようと活動していくのか、またはしようとし

ているのか、その点についてまずお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 多様なニーズに応じた

住宅支援についてお答えをさせていただきます。 

 住環境整備に係る住宅施策といたしましては、住

環境の向上と移住定住人口の確保、地域経済の活性

化などを目的として行っております。民間賃貸住宅

への助成につきましては、赤平市は公営住宅の比率

が高く、民間賃貸住宅が極端に少ない状況となって

おり、住宅の選択肢が限られております。そのため、

民間賃貸住宅の建設支援などを行うことにより、公

的住宅に所得要件で入居できない方や若年層のニー

ズに合った住宅なども供給できると考えておりま

す。民間賃貸住宅の建設実績でございますが、昨年

まで５棟36戸となっております。 

 次に、持ち家住宅建設への助成につきましては、

中古住宅の活用を図り、新築住宅の建設を促すこと

により、市外からの通勤者の移住や市外への転出を

防ぐため有効な施策と考えております。新築住宅の

実績でございますが、平成28年度から現在まで15件
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となっており、中古住宅は23件となっているところ

でございます。 

 人口の社会増減で見ますと、平成20年度から平成

27年度までの転入、転出の差は平均171.5人の転出超

過となっておりましたが、平成28年度の転出超過者

は77人、平成29年度は82人と平成20年度から平成27

年度までの平均の約半分になっているところでござ

います。このことから、住宅施策につきまして一定

の成果が出ていると考え、継続をすることと判断し

たところでございます。 

 また、新築住宅は年間１件以上、民間賃貸住宅は

２年で４戸以上建設してもらえるよう、しごと・ひ

と・まち創生総合戦略で目標値を設定しているとこ

ろでございます。今後におきましても広報やホーム

ページを通じ、ＰＲに努めてまいりますので、ご理

解いただきたくよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 後半のほう、転

出超過が数字的に平均の約半分になったというふう

になっていまして、成果へつながっているというふ

うに考えて継続する判断をしたというふうな答弁だ

ったというふうに思いますし、総合戦略の中でも目

標値を持って今後も進めていくということだという

ふうに思います。私個人的には、年数がたってきた

ので、市内の中でも転出できる方が減ってきたのだ

というふうに感じるところもあるのです。転出可能

な人といいますか、そういう方々が減ってきて、残

らざるを得ないといいますか、残るしかないとか、

そういう方々が多くなってきたのかなというふうに

感じるところもありますので、今後もさらなる検討

を進めていただいて対応していただけたらというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、要旨の２に行きます。学校区を中心とした

地域で安心した子供を生み育てられる整備として、

子育て支援住宅の整備が現在計画どおり進められて

いるというふうに思います。当市の人口減少や流出

を懸念したとき、市全体の予防策も含めてこの子育

て支援住宅の整備の計画のスピーディー性が求めら

れてくるのではないかというふうに感じますが、こ

の点どうお考えかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） お答えさせていただき

ます。 

 吉野第一団地建てかえにつきましては、一部を子

育て支援住宅として平成28年度基本設計、29年度既

設住宅の除却、30年度実施設計及び造成工事を計画

的に行ってきたところでございます。今後につきま

しては、31年度建設を開始し、その後隔年で建設を

行う計画となっております。 

 もう少しスピードアップできないかとの質問でご

ざいますが、１棟目に建設した公営住宅に次の年に

除却する住民の方々に移転をしていただき、その後

除却を行い２棟目の建設となりますことから、仮移

転をしないで行う方法をとりますと、どうしても隔

年での建設となってしまいます。今後におきまして

も人口や子育て世代の動向など適切な管理戸数とす

るため１棟建設ごとに検証を行い、子育て支援住宅

の戸数の変更なども視野に入れて進めていきたいと

考えておりますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 住宅の建設とい

う点で考えれば、スピード感という点ではなかなか

やっぱり難しいというか、そういうところがあると

いうのは理解いたします。計画が進む中でも検証し

て、子育て支援住宅の戸数の変更も当初の計画から

変更もできるという考えで進めていただけるという

ようなことでしたし、適切な管理戸数を考えていた

だきながら進めてくれるという答弁をいただいたと

いうふうに思っていますので、どうかその点も重々

検討しながら今後に進めていっていただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、項目の２に移ります。出産から子育

てまで安心して暮らせるための経済支援についてお

聞きいたします。要旨の１です。当市において現在

高校生以下の医療費無料化、高等学校等通学費など
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支援制度やひとり親世帯への助成、そして保育料軽

減拡充など子育て世帯への経済的な負担軽減、安心

して子育てができる環境の整備を行い、移住定住人

口の増加を考えていますが、数年このような施策を

進めてきた中で、その施策の各検証をされて今後へ

つなげていかれる考えだというふうに思いますが、

その点について担当課としてどのようにお考えかお

聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 出産から子育てま

で安心して暮らせるための経済支援についてお答え

させていただきます。 

 高校生以下の医療費の無料化、高校通学費等助成、

ひとり親家庭への助成、保育料の軽減拡充は赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略に位置づけられ、

若者が安心して子供を生み育てられる地域づくりを

目標に、まち全体で子育てを応援するという施策と

して実施しております。 

 検証及び今後への考え方につきましては、赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略会議などで事業の

検証を行い、次年度以降の取り組み方針などを定め

ておりますが、まち全体で子育てを応援する面で対

象者はもとより、同会議委員、市民からも高評価を

得ている状況となっており、対象者からは歯科医に

適切な時期に受診することができた、家計の手助け

になったなど事業の継続を望む声も多いことから継

続を予定しております。さらなる施策につきまして

は、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の計画

期間の終期が平成31年度末となりますことから、平

成32年度以降の施策として今後検討することが予定

されておりますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 今いただいた答

弁の内容を考えると、私は現在の行っていただいて

いる施策がよいか悪いかとかという、そういう点で

聞いているわけではなくて、子育てを応援していく

施策が現在行っている施策の現状のままでいいの

か、もしくはほかにも何か次なる一手といいますか、

次にこういう施策を考えていこうとしているのかと

か、この施策はこういう点があったから次はこうい

う変更をかけようと思っているという点なのです

が、そういう点、今最後のほうに答弁いただきまし

たけれども、計画が31年度末まであるということも

含めまして答弁をいただきましたけれども、担当課

として新たな計画時に何か担当として提案する、こ

ういう方向性という提案する考えを現在お持ちかど

うかという点をもし何か考えがありましたら聞きた

いなというふうに聞いたので、その点もしございま

したらもう一度お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 現在のところ、特

に検討している新規の施策はありませんが、若者が

安心して子供を生み育てる地域づくりを目標に、ま

ち全体で子育てを応援するという施策について平成

31年度末までに検討する予定としておりますので、

ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 現在はないとい

うことですので、平成31年度末までに検討はされる

ということでしょうから。しかしながら、きのうの

全ての議員の方々の話の中でもやっぱり重要とされ

る問題が遅いのではないかというふうに言われてい

る点もありますので、ぜひ期日が来たから取りかか

るというよりは、そういう準備をしながら少しずつ

考えをまとめていっていただくということも必要な

のではないかなというふうに思いますので、ぜひ目

標をお持ちのようですので、守られる施策が出てく

ることを期待しておりますから、しっかり準備をな

さっていただけたらというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、項目の３、児童福祉施設整備計画に

ついてお聞きいたします。要旨の１ですけれども、

この計画は当初は平成27年に策定されているもの

で、29年９月定例会で質問もいたしました。私は、
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教育委員会も含めた各課の連携で垣根を越えて子供

たちへの配慮を持って検討してほしいということで

29年９月の定例会で締めくくって終わっておりま

す。今後の赤平を決めますということも言わせてい

ただきました。子ども・子育て支援計画を上位計画

と考えて、児童福祉施設等の整備にかかわる各種多

様な部分に関係する整備計画がこの計画だというふ

うに考えておりますけれども、その後本年４月の常

任委員会で報告を受けましたが、再検討となり、い

まだ出てきていません。きのうも質問で予定をして

いますということでお話をいただいてはいましたけ

れども、本当にその計画どおりに進めていけるかど

うか、この施設整備計画というのは重要だというふ

うに思いますので、詳しい話は重複しますから余り

追及して聞こうとは思いませんけれども、本当に計

画どおりに進めていただけるかどうかだけ確認させ

ていただきたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 児童福祉施設整備

計画についてお答えさせていただきます。 

 昨日の答弁とちょっと繰り返しになりますが、本

年４月の行政常任委員会の報告後の動きといたしま

しては、現在児童福祉施設計画に記載しております

子育て支援施設等整備計画についての整備方針作成

のための作業を精力的に行っておりまして、その間

７月には子ども・子育て会議を開催し、認定こども

園に関するアンケートに子育て支援施設についての

アンケートもあわせて行いまして、アンケート内容

のご協議をいただき、８月に子育て世代の保護者370

世帯に対しましてアンケート調査を実施し、現在集

計作業を行っているところでございます。今後につ

きましては、子ども・子育て会議を開催し、アンケ

ート調査の報告をするとともに、子育て支援施設等

整備計画のご協議をいただく予定としております。

その後は、庁内関係者による会議や公共施設等総合

管理計画において組織する各課を横断する会議で検

討し、年内をめどに策定する予定としておりますの

で、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 きのうも聞いた

部分もありまして、アンケートなども行って集計さ

れ、協議していく状況ということですので、やって

いただけるということでしょうけれども、１度提出

をいただいた案件を我々議会の委員会の中で副市長

のほうを交えて再検討をお願いしています。この計

画は、やはり今後の赤平にとっても大切な計画だと

いうふうに思って質問をしていますが、前回の委員

会では突然本体がぼんと出てきたものですから、も

うちょっとやっぱり経過というのを報告していただ

けて理解していきたいというふうに感じるところも

ありますので、これから本年度中に……ことしじゅ

うでしたか、出していただけるという話でしたが、

その細かな報告というのは随時議会の委員会のほう

にもいただけるかどうか、いただきたいのですけれ

ども、その辺認識をお持ちかどうかお聞きいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 児童福祉施設整備

計画につきましては、子ども・子育て会議で子育て

支援施設等整備計画のご協議をいただき、その後は

庁内関係者による会議や公共施設等総合管理計画に

おいて組織する各課を横断する会議で検討し、策定

することといたしておりますということで先ほど申

し上げましたが、本計画につきましては平成30年中

に策定予定としておりますことから、しかるべき時

期に行政常任委員会などに途中経過の報告などをさ

せていただくことを考えておりますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 途中経過も含め

て報告などを随時いただけるという答弁をいただき

ましたので、少し経過を見たいというふうに思いま

すが、やはり最終案がいきなり出されても委員会の

ほうで調整もできませんし、やはり策定途中の報告

なども含めてしっかりお願いしたいというふうに思
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います。 

 この計画には、何度も質問に出ていますが、認定

こども園でしたり、あと老朽化が進んでいます児童

館、児童センターでしたり、あと今後検討されてい

くのかなというふうに思いますが、屋内遊戯施設で

したり、あと多くの項目があります。例えば屋内遊

戯施設についての先進地への視察などもやはり検討

する中では考えていられるのでしょうと思いますけ

れども、私も前にこの屋内遊戯場のことで視察に行

った岩見沢市の事例や最近ですと秩父別町など、ま

ちの規模や財政面は違うというふうに思いますが、

施設という面では屋内遊戯施設についてもやっぱり

担当の課としても視察に行って、どのような状況で

どのようなものがいいのかというのを考えていただ

けると思いますが、しっかりその辺視察をしながら

進めていただきたいというふうに思います。ぜひ今

後検討されるということですので、何度も言います

が、今後の赤平にとって大切な計画だというふうに

私は感じていますので、先進地へ赴き学んできて当

市に生かしていただきたいというふうにお願いして

この質問は終わりたいというふうに思います。 

 続きまして、項目の４、子育て支援条例について

お聞きいたします。本年４月に施行された本条例で

すが、昨年の９月定例会で策定後の取り組みについ

ては確認しております。基本計画の策定のお話があ

ったというふうに私は記憶していますが、施行後の

動きや今後はどのようにお考えでこの条例が生かさ

れていくのかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 子育て支援条例に

ついてお答えさせていただきます。 

 この条例は、「輝く親子をみんなで応援する 生

み・育て・住み続けたいまち あかびら」を合い言

葉に、まち全体で子供や子育て家庭を支えるため基

本理念を定め、保護者、地域住民、学校等、事業者

及び市の役割を明らかにするとともに、市の施策の

基本となる事項及び家庭の時間を大切にするための

あかびら家族の日を定めることにより、地域全体で

子供や子育て家庭を支え合うまちを実現することを

目的としております。 

 本年４月施行後の動きといたしましては、条例施

行後に赤平市子育て支援条例概要版のパンフレット

を広報あかびら５月号に折り込みまして条例の概要

をお知らせし、また本条例の認知度向上を目的に市

民が毎日のように見ておられる生活健康カレンダー

の第３日曜日の欄にあかびら家族の日の記載を広報

あかびら８月号よりさせていただき、周知を行って

いるところです。本条例は、子育てに関する基本理

念を定め、加えまして当市独自であかびら家族の日

を定めておりますが、より一層周知が図られますよ

う今後とも子ども・子育て会議などでアイデア等を

募るとともに、先進地での事例なども研究してまい

りたく存じますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 基本計画の策定

は、そのようにダブっている部分もあって、今後も

されていくのだろうなというふうに思いますけれど

も、先ほど言われた５月号に折り込まれたパンフレ

ットというのはこのピンクのやつだというふうに思

います。皆さんも見られたというふうに思いますけ

れども、私も入ってきてすぐ見たのですけれども、

中も開いて見せていただきましたが、このパンフレ

ットで担当課として市民の方々に何を条例の中身と

して伝えたいのか、担当として何を市民の方に理解

してほしいのかなというふうにちょっと難しいなと

いうふうに感じたのです。我々も条例というものが

どういうものかというのを学びながら活動していく

立場の人間ですから、その辺も理解しているつもり

ですけれども、では果たして市民の方がこれを見て

子育て支援条例ができた、では我々はどのようなこ

とをしてもらえるのか、していくのかというのがど

のように理解すればいいのかというのが果たしてわ

かってもらえるのかというふうに感じたのです。担

当として、この条例のパンフレットを折り込んだこ

とで市民の方々に何を理解してほしくて策定されて
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折り込んだのか、その点確認したいというふうに思

います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 赤平市子育て支援

条例の基本計画は、赤平市子ども・子育て支援計画

と兼ねておりまして、同支援計画の計画期間の終期

が平成31年度末となっているため、同基本計画は平

成31年度末までに同支援計画と兼ねて策定する予定

です。 

 条例の概要をお知らせしたとのことですが、どの

ようなことを伝えたかったのかとのご質問ですが、

原文のままの条例では市民に伝わりづらいのではな

いかということで、主に地域全体で子供や子育て家

庭を支え合うまちを実現するという目的のために家

庭、地域、学校、事業者及び市など地域社会の役割

などを伝えるためカラー刷りにし、イラストも交え、

わかりやすく工夫を凝らし作成し、配布したところ

でありますので、ご理解いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 担当の方々のご

苦労は非常に理解もしますし、いろいろ考えて、わ

かりやすく考えられて作成されたのだろうなという

ふうに答弁も聞いてわかりますけれども、本当に条

例というものになじみのない市民の方々がこれをぱ

っと見て、入ってきた広報の中にあったやつをぱっ

と見て理解できるのかなというふうに思います。難

しい表現というか、内容だというふうに感じるので

す。どんなことを市が伝えたいのかというのもこれ

を見て実はわからないという市民の方も私は聞いた

のです。これが入ってきたから、では何なのだろう

という、そういう市民の方もやっぱりいらっしゃる

のです、現実に。だから、これができたことで、で

はどのように変わるのだというのがきっとわかって

いらっしゃらないのだろうなと。そして、我々も聞

かれれば、こういうことですよという説明もできま

すけれども、行政側としてはこれをパンフレットに

入れて、それで実際に役所の方々に聞くというのは

なかなかないでしょうから、今後もＰＲを続けてい

っていただくということですので、どのように市民

の方が理解しやすいかという点で考えてＰＲを続け

ていっていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 もう一点、この中にも書かれておりますけれども、

家族の日ですけれども、この家族の日は市長のほう

からもずっと言われていることですから、私は各企

業の方々の理解や協力なども必要だというふうに思

っていますし、周知をこれからも続けていくという

ことで最初の答弁にありましたけれども、周知をし

た後、実際問題この家族の日というのを行政もしく

は市長もしくは担当課としてどのような方向性でこ

の家族の日というのを考えているのか、その点確認

したいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） まち全体で家族の

時間を大切にするという思いで毎月第３日曜日をあ

かびら家族の日とし、赤平市子育て支援条例に定め、

本条例は本年４月より施行しているところでござい

ます。まずは、毎月第３日曜日をあかびら家族の日

であるというＰＲとあわせまして、あかびら家族の

日は子供を囲んで家族がともに話し合って過ごしな

がら家族のきずなを深める日であるという普及促進

に取り組み、市民の認知度を向上させてまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 僕は、前から思

っているのですけれども、やっぱり家族の日をＰＲ

して、家族の日なのだという認知をしてもらうとい

うのはわかりますけれども、考えや思いというのは

理解はします。しかしながら、執行方針の中とか施

策に挙げてきているのですよね、家族の日というの

を設けてということで。ですから、考えや思いだけ

を理解してもらうというだけでは済まないのではな

いかというふうに僕は思うのです。ですから、普及

促進への取り組みや認知度の向上の行動や施策を考
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えていかなければいけないというふうに思うので、

例えば家族の日という第３日曜日がある、つくりた

いというふうに思うのであれば、その家族の日祭り

みたいなものを考えて、商店街に協力をいただいて

家族で参加するイベントなども考えて、そこで家族

みんなが集って時間を過ごせるようなことを考える

とか、そういうのがないと認知したから、では何な

のだということになると思うのです。日曜日といえ

ども仕事のある家庭もあると思うのです。日曜日だ

から必ず家族が一緒にいれるという家庭だけではな

いというふうに思うのです。ですから、赤平市とし

て家族の日を制定するならば、市を挙げて家族の日

だという認知が必要だと思うのです。 

 では、どれぐらいの人が第３日曜日が家族の日だ

と赤平市で言われているというのを知っているかと

いうことを言うと、これも私は家族の日とカレンダ

ーに載ったりしているけれども、知っているかと言

ったら、何それと言われました。僕が聞いた数少な

い人間でも知らないということです。ですから、市

民の方々に認知度は薄いということですよね。担当

課としてそういう発想や提言、追求がこれから求め

られてくるというふうに思いますので、ぜひ市長が

言っている家族の日というのを形にしたいというふ

うに思うのであれば、担当課としてそういう考えを

庁議なりなんなり市長に提言するなりして形にし

て、市を挙げて家族の日だという認知度を上げてい

くということをぜひともお願いしたいというふうに

思います。先ほどのパンフレットにも家族の日とい

う言葉を載せてＰＲしているわけです。僕は、決し

て家族の日という制定が悪いとは言っていません。

家族の日というのはあってもいいと思いますから、

ぜひともせっかく施策や執行方針に挙げている以上

は、市民全体が認知ができる環境を考えてもらいた

いというふうに思いますので、それをお願いしてこ

の質問を終わります。 

 次に、件名の２でございます。個性と魅力あるま

ちづくりについてに入ります。総合戦略の中の（４）

で、恵まれた自然環境と地域資源を生かした個性と

魅力あるまちづくりとして施策について挙げられて

おります。どのようにこの赤平の個性と魅力を生か

していくのか、私個人的に非常に興味を抱いていま

すので、そこで項目の１としまして宿泊施設整備に

ついてお聞きいたします。要旨の１ですけれども、

昨年、平成29年度に担当課による調査業務を行って

いただいて、本年度の執行方針の中で市長も誘致活

動を行うと述べております。現在その後の状況や調

査業務の後、状況や今後に対する考えや方向性は定

まってきているのか、その点確認させていただきた

いというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 宿泊施設整備に

ついてお答えをさせていただきます。 

 平成29年度において宿泊施設立地調査業務にて諸

条件の取りまとめを行ったところでありますが、今

年度につきましては宿泊施設立地調査の結果をもと

に、成功事例の聞き取りや及び誘致の可能性につい

て訪問活動を行ったところではございます。誘致の

成功事例として埼玉県北本市を訪問いたしまして、

これまで宿泊施設の誘致活動が実現しない状況が続

いてきましたが、金融機関の協力を得て実現に至っ

たということであり、単純に公募したから応募があ

るというものではなく、関係者と連携を密にして情

報の収集に努めることが必要であるとのお話をいた

だきました。 

 また、北本市に進出をした企業も訪問をいたしま

したが、東京の通勤圏内ということで行政と民間が

一緒になり検討を行い、進出を決めたということで

あり、宿泊施設を検討する上でインバウンドについ

ては国際情勢で変わるためメインターゲットにしな

いほうがよい、また漠然と公募するのではなく、地

元建設会社や金融機関とタッグを組み、小規模のホ

テル業者を当たるのがよいのではないだろうか、ま

た市の優遇措置というのも進出の大きな決め手とな

るとの意見をいただいたところでございます。 

 次に、誘致の可能性としてロードサイド型の小規

模な宿泊施設を展開しております旅籠屋という企業



 －108－ 

を訪問いたしました。旅籠屋の設計した施設をオー

ナーが建設し、旅籠屋が20年間家賃として支払い、

メンテナンス、修繕、運営も旅籠屋が行うことでオ

ーナーのリスクを抑えた運営形態の会社でございま

す。調査結果での宿泊者の推計では非常に厳しいと

いうことですが、建設費用や土地の提供等の助成等

でコストが抑えられ、地元の熱意で12室程度のホテ

ルを建ててくれれば出店は不可能ではないとの回答

をいただいたところでございます。今回の各訪問先

でのご意見を参考にしながら、地元の企業や金融機

関等の協力もお願いいたしまして宿泊施設の実現に

向け活動してまいりたいと思いますので、ご理解い

ただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 非常に前向きに

進める努力をしていただいていて、答弁が前向きな

感じだなというふうに捉えることができます。今後

は、地元の企業の誘致や金融機関との調整が必要と

なってくるのだなというふうに思いますし、さらに

は行政としてどのような支援が考えていけるのかと

いうところが大きく関係してくるというふうに答弁

にもありましたので、そこが大きく左右するかなと

いうふうに思います。 

 私は、答弁にもあったとおり小規模でも宿泊施設

があれば、やっぱり商店街の活性化やまちの活性化

につながるというふうに感じているのです。ホテル

をつくったりとか、そういうのをつくってほしいと

いうだけではなくて、小規模なものでもあればやっ

ぱり商店街に人が流れる道筋ができたりとかとでき

るのではないかというふうに思うので、決して無理

をする必要はないと思いますが、可能性があるので

あれば、やっぱりできることはしていったほうがま

ちの活性化につながるというふうに感じていますの

で、どうぞこれからも調査をしていただいて進めて

いっていただきたいというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

 次に、件名の３でございます。安心した生活と活

気あふれる地域づくりについてに入ります。総合計

画の（４）の中で、ゆとりと潤いのある快適な生活

を支えましょうとして住宅や道路、橋梁、公園など

の整備について施策を掲げております。そこで、項

目の１でございますが、計画的なインフラ整備につ

いてお聞きいたします。要旨の１ですが、多くのイ

ンフラ整備を計画的に進めると掲げて執行方針の中

で上下水道について触れています。人口減少が進み、

収入が減るというのは、これはもう免れないことだ

というふうに私は認識しておりますし、上水道の管

は老朽化が非常に進んでいく状況だというふうに思

っておりますが、その上でも市長は上下水道ともに

収入確保と経費削減というのを打ち出しています

が、実際この点はどのように現実的に考えて進めて

いかれるのかお考えをお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（杉本悌志君） 計画的なインフラ

整備についてお答えさせていただきます。 

 赤平市におきましては、他の自治体同様に人口の

減少による水道料金や下水道使用料収入の減少など

大変厳しい状況の中で、未収金対策として悪質な滞

納者に対して給水停止などの措置をとったり、今年

度より法律事務所に一部委託するなどの対策を講じ

て収入の確保に努めております。 

 また、当市の状況につきましては、今後も施設の

老朽化対応や耐震化の推進も同時に行っていきます

ので、更新工事が促進され、水道施設の維持管理費

の削減が見込まれます。このようなことから、水道

事業におきましては健全な経営や安定供給には中長

期的に立ったアセットマネジメントの策定が有効で

ありますことから早急に作成しなければならず、現

在策定中であり、管理台帳は平成31年度に完成予定

であります。その後、引き続き中期的計画でありま

す水道ビジョン経営戦略を策定する予定でありま

す。下水道事業におきましては、ストックマネジメ

ントによる長寿命化対策を踏まえながら経費の削減

を図っていきたいと考えておりますので、ご理解賜

りますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 
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〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 答弁の中で計画

といいますか、資産管理の策定を今策定中、それか

ら下水道についても長寿命化対策を行いながらとい

うことで答弁をいただきまして、なかなか管の更新

というのは飛躍的にどんどん進んでいかないのだな

というふうに理解もしますし、感じるところもあり

ますので、今後はその戦略の策定後しっかり管理さ

れていくのだろうというふうに思いますけれども、

しかしながらそういうふうに時間を使っていきなが

ら、生活している時間はどんどん流れていくのです

よね。そうなると、やはりまだ更新されていない古

い管というのは時間とともにまたどんどん古くなっ

ていって経過されていくということで、先日のよう

な大地震などがあって古い箇所は管の損傷も考えら

れるというふうに思うのです。ですから、計画的に

進めていく一方、そういう古い管がもしも損傷して

断水に見舞われたときなどの当市がもしそういう現

状に陥ったときに的確に市民に対して対応できる準

備というのは、もう一方のほうではできているのか

どうか、その点どのような準備がされているのかお

聞きしたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（杉本悌志君） 赤平市におきまし

て、災害などの緊急時には給水タンク２台、給水袋

3,500枚を準備しておりますが、範囲が広がるとこれ

だけでは間に合わず、自衛隊、消防にもご協力をい

ただきながら、日本水道協会北海道地方支部道央地

区協議会災害時相互応援に関する協定や中空知５市

５町防災に関する協定に基づき給水活動を行ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 先ほどの最初の

答弁でも理解をしていますので、管の更新には財政

面、それから技術者の職員さん、それからそれを行

う業者の対応など、さまざまな要因の中で進められ

ていくというふうに思いますので、時間もかかるこ

とだというふうに思いますが、再質問したように有

事の際にはやっぱり的確な市民に安心できる対応と

いうフォロー体制が必要だというふうに思います。

今答弁を聞くと、給水袋６リッターだというふうに

聞いていますけれども、それが3,500枚準備されてい

るということですが、赤平市としては昔よく使って

いた給水タンク、個人に配っているタンクのほうが

10リッターのタンクがあって、それを随時古いもの

から給水袋に変えているのだというふうに課長のほ

うからも聞き取りのときに聞いておりますので、そ

れを順次更新していくのだというふうに思います

が、実はこの給水袋の６リッターの3,500枚というの

は上下水道課で管の損傷のときに使うための準備だ

ということらしいのです。ということは、もしも断

水で市内全域が水がストップしたときには、この

3,500枚というのは簡単に使い切ってしまうといい

ますか、なくなってしまうということですよね。僕

は、個人的になぜこれが災害備蓄品の中に含まれて

いないのかなというふうに思うのです。災害備蓄品

としてこの給水袋を用意しておかないということ

は、災害時にその袋は使わないのかなというふうに

感じたのです、話を聞いたときに。上下水道として

準備はしているということだったので、その辺も今

後今回の大地震と断水、停電の中の体験をもとにし

っかり協議をしていっていただきたいというふうに

思うのです。やっぱり上下水道は上下水道として、

課の管の断水時に必要だということで準備されてい

る。では、行政はその上下水道で準備している給水

袋の６リッターの3,500枚だけで、有事の際にそれを

使って終了なのかということです。それをぜひ市長、

副市長を先頭に、有事の際の断水時はそこだけでは

足りないと思いますので、災害備蓄品などでそうい

うのも対応する準備というのを検討していただけた

らというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 項目の２、協働のまちづくりについてお聞きいた

します。要旨の１です。総合計画の（５）の中で、

人と人とが語り合い、行動できる地域づくりを進め

ましょうと掲げ、その中でふるさとガンバレ応援寄
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附金とし、ふるさと納税に対しての施策に触れてい

ます。平成29年度は、この中で約１万件で２億6,000

万円を超える寄附金が寄せられていると記載があり

ました。今後も新たな返礼品をふやすことや事業展

開に対する体制を整えるということで言われており

ましたが、私はこの縛りのない、完全に縛りのない

という表現はしませんけれども、縛りのない自由な

お金をいかにまちづくりに生かしていくのかという

ことに対して非常に興味を持っております。市民の

方に使っていて支えられているのだなという、この

ふるさと納税の寄附金を使われているのだなという

ことを知らせるべきではないかなと。聞くところに

よると、ホームページで見れるということですけれ

ども、では果たしてそれをどれだけの人が実際に見

ているかというのも疑問なので、実際にそれを市民

の方が感じ取れる、町中で感じ取れるような方向性

というのはできないかということで、行政としてそ

の点どのように考えていらっしゃるのかお聞きいた

します。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） ふるさと納税の利活用方

法についてでございますが、ふるさと納税制度はふ

るさとや地方団体のさまざまな取り組みを応援する

気持ちを形にする仕組みといたしまして、平成20年

度税制改正によって創設されたものでございます。

以来その実績は着実に伸びてきておりまして、ふる

さと納税を通じて寄せられた資金は子育てや教育、

地域医療の充実やまちづくりなどに活用されまして

地域の活性化に役立てられております。 

 当市でふるさと納税をされた全国の皆様には、活

用状況などをご報告しておりますが、議員ご指摘に

ありますふるさと納税で寄せられた資金によって整

備、活用されたものが実は全国の納税者の皆様から

の応援によるものであるという具体的に見える形で

の市民に対する周知はなされていないのが現状であ

ります。今後におきましては、このようなことも踏

まえまして市民に対する周知方法など、どのような

取り組みが可能なのか研究してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。研究をしていただけるということですけれ

ども、財源の当たらない部分、建物の修繕とか財源

の当たらない部分に対して使用してまちに生かして

いる、これも十分僕は理解はしています。修繕して

いるというところは構わないというふうに僕も思っ

ています。ただ、私はこの財源が例えば今後市内で

寄附を集めて行っている花火大会にこの寄附金の一

部を充てて、見ているお客さん方にふるさと納税で

集めたお金でつくった玉が上がったというのを知ら

せてあげたりとか、それを花火の中で説明したりと

か、あとは病院の待合所にふるさと文庫というよう

な感じで、ふるさと納税で完備されている文庫があ

りますよというような形にしたりとか、我々赤平市

民が直接目にする、手にする、感じ取れるような、

そのような使い方も一部していっていただけたらな

というふうに感じる部分もあるのです。ですから、

最初に言ったように財源の当たらない部分に使うの

も理解します。修繕に使っていただくのも構わない

というふうに思いますが、縛りがあるものもあるで

しょうし、ないものもあるでしょうから、その点で

そういうような使い方というのはできないのかなと

いうふうに感じていますが、その点いかがでしょう

か。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） ただいまの再質問につい

てでございますけれども、ふるさと納税はお気に入

りの自治体に寄附いたしますと2,000円を除いた金

額が住民税などから差し引かれる制度でございま

す。寄附の際には、活用する事業を指定することが

できまして、命と健康を守るため地域医療の充実を

図る事業や子供たちが元気で健やかに育つための事

業など事業を指定しないというものも合わせますと

６つの事業を指定することができます。医師確保費

用、平岸中央公園改修工事、赤平観光協会補助金、

エルム高原施設費などに活用しております。 
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 議員のご提案にございました全国の納税者の皆様

から支えられているという実感のできる事業も含め

まして、貴重な財源としてさまざまな事業へ活用し

てまいりたいと考えております。先ほども申し上げ

ましたけれども、今後におきましてはこのようなこ

とも踏まえまして市民に対する周知方法など、どの

ような取り組みが可能なのか研究してまいりたいと

考えております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。今までは、どのように集めていくかという

その集め方に目が行っていたと思うのですけれど

も、やっぱり今度は使って市民がそれをどのように

感じ取れるかというのも大切になってくるのではな

いかなというふうに思いますので、ぜひ研究してい

ただけたらというふうに思いますので、お願いいた

します。 

 次に、件名の４、公共施設管理についてです。昭

和30年代には６万人近い人口がいた当市も現在は１

万人を切るのではないかという状況にあり、ピーク

時の約５分の１程度まで減少しています。これまで

公共施設改革に取り組んできていますが、当市は１

人当たりの公共施設量は道内ほかの自治体に比べて

も極めて多い状況にあるというふうに言われており

ます。公共施設等総合管理計画の中では、持続可能

な行政サービスを提供するために、さらなる改革に

継続的に取り組む必要があるというふうに書かれて

います。 

 そこで、項目の１、公共建築物についてお聞きい

たします。ご存じのとおり、公共施設には公共建築

物とインフラ施設の２種類があり、公共施設等総合

管理計画に沿って計画が進められているというふう

に思いますが、この計画は2016年から2025年の間の

もので現在２年がたっておりますが、既に市内の状

況は急激に変わっているというふうに思っておりま

す。そこで、要旨の１でございますけれども、築後

38年が経過している図書館ですが、執行方針の中で

も整備のあり方、図書に対する関心を深める努力に

ついて明記されていますが、計画の中の方針と何か

変更があったか、または今後の考え方について確認

をしたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 公共建築物の図書

館につきましてお答えさせていただきます。 

 図書館につきましては、公共施設等総合管理計画

において老朽化が進行しており、文化会館除却後に

消防庁舎が建設され、周辺地域に学校もなくなり、

子供たちが利用しやすい学校周辺地域へ移転すると

ともに、市民の利便性についても考慮するといった

方針となっております。また、定期的に小中学校の

図書室を一般市民にも開放していただくことが可能

かどうかについても協議をさせていただき、学校統

合後の後これらを実現できた場合は市内公共施設内

の図書全てを一体化された地域でごらんいただける

と思います。今後公共施設等総合管理計画庁内マネ

ジメント会議におきまして場所、時期、財政等を考

慮しながら協議を進めさせていただきたいと思いま

すので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 私もずっと図書

館ですか、今ある図書館については気にしていまし

て、消防署が横に建ちましたので、図書利用につい

てちょっと不便なのではないかなとか、あと老朽化

についてちょっと考えておりました。ただいま答弁

にあったように新築中学校、僕も内覧させていただ

いてきましたけれども、開かれた学校運営というと

ころから立派な校舎が建設されて、図書室が１階の

玄関前にあるのですね、すぐ前に。可能ならば、あ

あいう環境でつくり上げた図書室といいますか、図

書の利用方法なども今後はできないのかなというふ

うに感じたところもあります。小中学生や市民の利

便性、それから市内図書の一体化などもさまざまな

角度で考えて、きのうから出てきておりますマネジ

メント会議で検討していただきたいというふうに思

いますが、このマネジメント会議もしっかり早急に

行っていただきたいというふうに言い添えて、この
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質問は終わりたいというふうに思います。 

 続きまして、要旨の２ですけれども、市営テニス

コートについてお聞きいたします。住友地区のテニ

スコートですが、ここは市営では唯一現在多くの方

に利用されているところだというふうに思います。

市長の提案している市民まちづくり提案事業の中で

市民からの提案があり、２年続けて整備の事業展開

がなされております。しかし、私は利用している側

の市民の方の立場としては、唯一のテニスコートで

すから、使いやすさを求めて市民のまちづくり提案

事業に提案をして使いやすくしたいという気持ちは

十分わかりますので、市民要望が出てきてもおかし

くないことだというふうに思いますが、一方では総

合管理計画では当面継続はしますが、多額の修繕費

が発生したときには移設とされています。なぜかと

いうと、やっぱりここは土地が借地という点もある

というふうに思いますので、維持、運営に対する考

え方とか、ほかの市営テニスコートの現在の状況と

か予定を含めて実際問題ここはどのように扱ってい

くのか考えをお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 住友地区の市営テ

ニスコートにつきましてお答えさせていただきま

す。 

 本テニスコートにつきましては、公共施設等総合

管理計画において、当面修繕等を行いながら継続し

て活用いたしますが、多額の改修費用が見込まれる

時期に合わせて市民プール隣接地に移設する方針と

なっております。また、茂尻地区を除く大町と旧赤

平中学校隣接の文京のテニスコートにつきましては

中学校部活動以外の利用はほとんどなく、中学校統

合時に廃止する方針となっております。我々社会教

育課といたしましては、この方針どおり行っていく

べきと判断をしております。住友地区につきまして

は、議員の言われるとおり市民まちづくり提案事業

において、昨年度は水飲み場設置事業として70万円

台、本年度は簡易水洗トイレの設置として20万円台

の経費を活用しておりますが、決して多額の費用と

は言えませんし、コートの地盤そのものに問題もご

ざいません。今後仮に1,000万円以上を超えるような

改修費用が必要とした時期には、年間約80万円の土

地借り上げ料を支払っておりますので、時の市の財

政状況から判断し、公共施設等総合管理計画の方針

どおりに実行してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 住友地区以外の

テニスコートは方針どおりということでしょうか

ら、廃止または廃止後は所管が変わったりとかして

答弁が違う課になるかもしれませんけれども、いつ

からどのような形で動かれていくのか。また、中学

校統合後、文京のテニスコートというのはなくなる

状態で使用しない状況になるというふうに思います

ので、跡地利用がどのように変わっていくのか。何

度も質問の中でマネジメント会議をされると、新た

な管理計画や個別の変更でその会議がやらなければ

いけないということできのうからずっと出ています

けれども、そのマネジメント会議というのは非常に

急がれなければいけないのではないかというふうに

思いますけれども、その点企画課としてはどう考え

ますか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 公共施設等総合管理計画

の庁内マネジメント会議についてでございますが、

公共施設等総合管理計画の中で今後の進め方といた

しまして、仮称ではありますが、公共施設等総合管

理計画庁内マネジメント会議において計画の改善等

を進めていくとしております。ことし７月の庁議の

中で、赤平市公共施設等総合管理計画に基づく庁内

マネジメント会議の設置について提案したところで

ございまして、正式にはこれからの立ち上げという

ふうになりますけれども、この会議は副市長を議長

とし、関係する各課を横断した組織とするべく現在

準備を進めているところでございます。自治体の保

有する建物など、公共施設等の老朽化対策が大きな

課題となっておりまして、そのために早期の実態把
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握をする必要がございます。この実態把握のために

発生主義会計の考え方の中で適正な期間損益計算、

特に資産の購入金額を耐用年数によって費用配分す

る考え方が必要でございまして、資産を把握するた

めの固定資産台帳の整備と複式簿記の導入が必要で

あると考えられております。今後におきましては、

以上のようなことも踏まえまして庁内マネジメント

会議の中で検討し、公共施設の適正な管理に鋭意努

力してまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 済みません。マ

ネジメント会議に対することでしたので、企画のほ

うでありがとうございます。 

 今答弁をいただきましたので、マネジメント会議

については急いでいかれるということで努力してい

ただきたいというふうに思いますが、住友地区のテ

ニスコートですけれども、やっぱりいずれ移転とい

うことで計画がありますし、今後何年このテニスコ

ートを使用していって、ではどれぐらい市民から要

望が来たらかなえていっていけるのかとか、いろい

ろあると思うのです。提案事業の経費は、多額の修

繕費とは言えないというふうに思いますけれども、

税金を使うということに関しては変わりはないとい

うふうに思うのです。時の財政状況も今後人口減少

が進み、収入が減るという、これはもう絶対そうな

るのではないかというのが先が見えている一方、い

ざ移設となったときに本当にその収入源になってい

る状況で移設が可能なのかどうか、その点はやっぱ

り疑問が発生します。その間、借地料もかかるわけ

ですよね。移設できないとなると、そのテニスコー

トは廃止になるのか、継続して借地料をかけながら

使っていくのか、そういうのも全部関係してくると

いうふうに思うのですけれども、もう一度その点ど

う考えていられるのかお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 住友地区のテニス

コートを今後何年使用していけるかということにつ

きましては、先ほど申し上げましたようにコートの

地盤には問題が発生しておりませんので、確実な年

数は申しわけありませんが、申し上げられません。

しかし、借地料をかけて使用している点に関しまし

ては、議員の言われるとおり課題であると思います。

本年度中学校統合校舎が完成し、小学校統合校舎に

関しましては平成34年度開設を目指しており、認定

こども園につきましても方針はまだ確定されていな

いものの、こうした優先すべき大型事業が実施予定

されていることから、財政及び公債費比率に大きな

影響を及ぼさないと判断された時期にはコート地盤

の状態に関係なく、市有地を活用するよう市民プー

ル隣接地への移設整備について検討してまいりたい

と思いますので、ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 私も優先される

ものは、ほかにあるというふうに感じている部分も

ありますので、何が何でもここを移設するべきとい

うふうには発言はしませんけれども、そういうもの

をしっかりやってもらった上にやっぱりテニスコー

ト利用需要というのはあると思いますので、その辺

も踏まえて計画的に行っていただきたいというふう

に思いますし、借地料がかかっている土地はほかに

もあるわけですよね。そういうのも含めてやっぱり

計画的にしていくためには、先ほど企画課長が言わ

れたような準備をしながらやっていかなければいけ

ないというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 最後になりますけれども、要旨の３、今の質問と

同様な考え方ですけれども、現在休止中の赤平山研

修センター、集会施設というふうに呼ばれています

が、これも含めた赤平山スキー場やスポーツセンタ

ー、運動施設ですけれども、長年使用していません。

財政状況を見きわめて、管理計画には記載されてい

ますけれども、先ほども言いましたが、今後収入増

が見込めない中、解体作業をし、借地の土地返還な

どは考えていけるのか疑問が続きます。赤平山など

は、リフトの鉄柱やナイターの照明の鉄柱などもあ
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りますから、全て含めて今後のこの考え方をお聞き

いたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 赤平山スキー場やスポー

ツセンターの今後の取り扱いについてでございます

が、赤平市公共施設等総合管理計画の中では赤平山

スキー場やスポーツセンターなど休止中の運動施設

につきましては長年未利用の状態が続いていること

から、再利用できる状況にはなく、多額の費用を投

じるメリットも極めて低いと考えております。また、

当該施設が建設されている土地につきましては借地

ということもありまして、財政状況を見きわめなが

らではございますが、できるだけ早い時期に解体し、

借地である土地を返還するという計画となっており

ます。 

 さきにほかの議員からの質問に対する答弁でも申

し上げましたけれども、全庁的な課題となっている

公共施設マネジメントでございますが、今後立ち上

げる予定の庁内マネジメント会議の中で個別計画な

どの情報の共有と今後の取り扱いについて検討して

まいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 先ほどのテニス

コートとも同様な近い答弁ということで、そういう

答弁をずっと聞きながら年月はたっていって、計画

はしているが、実施されないのではないかというよ

うな不安になる市民や我々議員の中でもいるという

ふうに思います。財政状況を見きわめて、実際でき

なかったというのはあるかもしれませんが、本当に

財政状況を見きわめてやれるという動きになるので

しょうか。財政は緊迫していくと私は思っておりま

すので、非常に心配しております。庁内マネジメン

ト会議も現市長の任期も残り半年です。本当にクリ

アできるような話し合いが持たれていくのでしょう

か。赤平市が住みやすいまちになっていく準備とい

うのはできるのでしょうか。全て疑問が残ります。 

 我々議会も決して他人事ではなくて、最近ずっと

言っていますが、車の両輪と言われている以上、我

々もともに判断をしていかなければいけないという

ふうに感じていますけれども、ここ最近の質問終わ

りには必ず言っていますが、各課が垣根を越えた連

携を持たれて市民のため、しっかり形にしてもらい

たいというふうに全ての課の動きに大変私個人的に

は期待をしておりますので、そういうことを言い添

えて私の全ての質問を終わりたいというふうに思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時０８分 休 憩） 

                       

（午前１１時２０分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序７、１、庁舎内のおもてなし環境の整備

について、２、まちなか安全・安心対策について、

３、コミュニティの向上について、４、子どもたち

のスポーツ環境の考え方について、議席番号３番、

植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して一般質問をさせていただきたいと思いますの

で、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名１、庁舎内のおもてなし環境の整備について、

項目１、庁舎案内板の設置についてお伺いをさせて

いただきます。近年要望しています、２年前から予

算も計上されております庁舎内の案内板でございま

すけれども、その後どのような協議が進められてい

まして、いつ設置されるのかをお伺いさせていただ

きます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 庁舎案内板の設置につい

てお答えをさせていただきます。 

 庁舎案内看板につきましては、インフォメーショ

ン機能も考慮し、掲示ボードやパンフレットラック

を備えた案内板を本年度設置するべく予算を計上さ

せていただいておりますが、ご存じのとおり現在庁

舎の耐震改修工事を実施しておりまして、執務室の

仮移動などもありますことから、それらの工事の進
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捗状況を考慮しながら設置する予定でありまして、

専門業者とも掲示内容について協議をしているとこ

ろでございます。今後表示内容等のたたき台となる

ものができ上がりましたら、課長会議等で内容につ

いて協議し、めどとしましては年内には設置できる

ものと考えておりますので、ご理解いただきたくお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 この関連する質

問を具体的にさせていただきましたのは、平成24年

の９月の定例会からでございました。その際にも前

向きなご答弁をいただいてはおりましたけれども、

さらに関連いたしまして昨年の12月定例会におきま

して竹村議員のほうから同じような質問をさせてい

ただきながら確認をさせていただいているところで

ございますけれども、その際にも今年度の耐震改修

工事の進捗状況を見ながらということでご答弁をい

ただいているところでもございます。今もまたご答

弁いただいて、ことしじゅうには掲示をされるとい

うことで、本当に大変期待をしているところでござ

います。 

 加えて、再度お伺いをさせていただきますけれど

も、当初この提案につきましては案内看板を掲示す

るということとあわせまして、職員全体に来庁され

た方々をどのようにお迎えして、行き場所がわから

ない市民の方たち、来庁された方々にそのおもてな

しの気持ちを高めてどう接客対応することができる

のか、その体制をさらに築いてほしいといったこと

もあわせて話を進めてもらいたい旨を申し添えさせ

ていただいているところでもございます。これまで

の経緯の中で、その部分がどこまで議論されている

ものなのかをお聞かせいただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 案内看板の経緯等につき

ましては、案内看板につきましてはＰＲ効果が高く、

外観も考慮したものでなければならないものと考

え、他市町の公共施設で設置されているものを参考

にいたしましたが、専門性があることから、多くの

実績がある専門業者と協議を進めているところでご

ざいます。庁内での協議に当たっては、ある程度の

作成案がなければならないものと考えており、それ

をもって先ほどお答えしましたとおり課長会議等で

協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 当初私のほうで

質問をさせていただいたのは、その案内看板がどう

して必要になったのかという経緯をお話をさせてい

ただいたつもりでありました。その際には、やはり

庁舎内で迷っている高齢の方たちが多く見受けられ

る中で、自分がしっかりと行きたいところ、聞きに

行きたいところというのがわからない中で、たらい

回しにされている傾向もあるということの話の中

で、そういった中ではやはり来庁された方たちに対

するおもてなしをもう少し市職員全体の方たちが高

めていただける体制の一環の中でやはり案内看板も

必要なのではないですかということのお話をさせて

いただきました。ですから、案内看板にあわせた形

の中での案内看板の協議のあり方も今お話をしてい

ただいたことだと思うのですけれども、それとはや

はり別な形で来庁された方々にどのような形でおも

てなしをする気持ちを高めていくかだったりとかと

いうことをもっとさらにお話を進めていただきたい

なというところが本当に強い気持ちであります。 

 それと、前回の同僚議員の質問の答弁におきまし

ても、またその耐震工事をしたとしても課の配置が

えはしないということもありまして、それではどう

して案内看板がつくれないのかなというふうに思っ

ていたことと、また今回の本当にやっていただきた

かった職員間同士のおもてなしの議論というのは別

に耐震工事があったとしても進められる内容だとい

うふうに私は感じています。 

 そして、その案内看板は専門性が高くて、外注し

ているからいいという感覚だったのかもしれません

けれども、どうしてもやはりこの期間の中でされて

いることを伺った中ではその前向きさだったりとか
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対応が遅いというふうに私は感じ取ってしまいま

す。その間、市民の方たちがどんな案内看板を求め

ているか、見やすいものがもっとあるのではないか

というようなこともやはりもっともっといろいろと

情報を収集できたというふうにも思いますし、実際

にそういった職員間同士の中で協議が進められてい

なかったことはとても残念かなというふうに感じて

います。もう少しやはり親身になって取り組んでい

ただきたいというふうに本当に思いました。どちら

にいたしましてもことしじゅうにその案内看板が設

置されるということも踏まえまして、そういった協

議もさらに深めていただきたいというふうに感じて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 項目の２、庁舎内の出入り口等のまちのＰＲの検

討についてお伺いをさせていただきます。多くの市

町村の庁舎の出入り口には、よく皆様も見るという

ふうに思いますけれども、そのまちのＰＲをするた

めの情報や特産品などショーケースなどで見やすく

飾られているところが大変多いというふうに思いま

す。ここにいらっしゃる皆さんもそういった部分を

見ているところも多いかなというふうに思うのです

けれども、当市におきましてもこの地域性を訴える

ようなものをさらにしっかりと設置するべきなので

はないかなというふうに感じています。市民や市外

から来た来庁された方々にも認識していただくこと

ができるというふうに思いますし、またその地域の

特産品に関しましてもこれ以上に興味を持っていた

だくきっかけの場所となるというふうに思います。

例えばふるさと納税の返礼品ＰＲコーナーなども設

置していただくなどを考えると、紙面よりもさらな

る効果が出てくるというふうにも感じています。そ

ういった工夫をすることを今後も検討いただきたい

というふうに思いますけれども、この点につきまし

てはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 市役所庁舎における本市のＰＲにつきましては、

庁舎には市内、市外から多くの方々がお見えになり

ますので、他市の事例も参考に取り組んでまいりた

いと思っております。先ほどお答えさせていただき

ましたように、庁舎案内板はインフォメーション機

能も考慮したものとなっており、設置場所はコミュ

ニティセンター入り口正面付近を考えておりますの

で、それと関連した環境整備としまして、スペース

等の問題もありますが、看板に隣接した場所への特

産品等の展示は本市の紹介や地域経済の活性化にも

寄与するものと思われますので、今後関係課と協議

の上、どのような展示が可能か検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 そして、さらに

最近デジタルサイネージだったりとかも含めまし

て、リアルタイムにその地域の情報を発信している

場所であったりとか、またご当地キャラクターの顔

出し看板、またさらに市長室や会議室におきまして

よく市のロゴマークのデザインの入った幕が設置さ

れていて、来客、訪問された方々がその記念写真な

どを撮ってＳＮＳなどで発信、地域性がわかりまし

て大変効果的だというふうに感じています。当市も

そういったものをもう少し工夫していただきなが

ら、赤平を素通りさせることがなく、このまちにも

っと興味を持って足を向けていただけるきっかけを

ふやすべきではないかというふうに思うのですけれ

ども、その点につきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 市のロゴマークですとかデザインバックパネル、

これらにつきましては視覚的なＰＲ効果が期待でき

ますので、今後総合計画策定時等に市民の方々のご

意見を伺いながらデザイン等を検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 
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〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 全てにおきまし

て前向きなご答弁をいただいております。また、さ

らに追加をさせていただいた意見も含めまして、本

当にその市の職員の全体の中での意識を高める方法

ということをもう少し考えていただきながら、今回

のいろいろ追加させていただいた提案につきまして

もいろいろと皆様で議論を深めていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、件名２に移りたいと思います。まち

なか安全・安心対策につきまして、項目１、不審者

の情報共有についてお伺いをさせていただきます。

最近よく不審者の情報というものを耳にすることが

多くなりました。自治体や警察の情報をもとに公開

されていますガッコム安全ナビによりますと、赤平

の情報も大変まめに更新をされていました。車から

歩行している女性に声をかける人がいる、酔っぱら

いのようにふらついて同じ場所を何度も歩いている

人がいる、下校中の女子生徒をじっと見ているとい

う方もいるということの情報が流れていました。田

舎だから安心だという感覚は、もう違うのだなとい

うふうに実感しているところでもございます。 

 また、小中学校の統廃合で自宅から距離が長くふ

えている子供たちというものが今います。その中に

おきまして、さらに親が共働きをしているというこ

とのご家庭も大変いるということでございます。不

審者の情報や地域内で発生したトラブルなど、いち

早くそういった方々にも発信できるような、届けら

れるような情報共有のあり方というものをもっと検

討していくべきだというふうに感じておりますけれ

ども、この点につきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 不審者の情報共有につい

てお答えをさせていただきます。 

 不審者の発生等の情報の共有につきましては、新

たな被害を低減することや安全、安心に係る意識の

高揚につながるものであります。赤歌警察署が事務

局となる赤平市安全・安心まちづくり赤歌セーフテ

ィーネットワーク連絡会が発足されており、本市の

ほかに社会福祉協議会、医師会などが加盟し、赤歌

警察署よりＡＳＳメールとして子供に対する声かけ

事案等の不審者情報、通り魔事件や路上強盗、ひっ

たくりなどの事件の発生とその防犯対策情報や地域

の安全に関する情報がメールで配信され、情報を得

ることができることとなっております。 

 また、北海道警察本部で実施しているほくとくん

防犯メールがあり、先月末も赤歌警察署から市内で

発生した不審者情報の配信がございました。このほ

くとくん防犯メールは、犯罪から身を守るために必

要な子供被害情報、犯罪発生、防犯対策情報及びお

知らせ情報を希望者のパソコン、携帯電話などにメ

ールで配信するサービスで、登録はどなたでも行え、

登録時に情報の種別、地域、夜間配信の可否を選択

ができるものとなっております。防犯に関する情報

の配信としては、有効な手段の一つでありますので、

赤歌警察署とも協議の上、普及に向けて取り組んで

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

たくお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 やはり情報を早

く流すということとそれをぜひ多くの方、市民の方

がキャッチできる環境をぜひつくっていただきたい

というふうに思っておりまして、先ほどのほくとく

んの防犯メールもしっかりと登録してもらわない

と、そういった情報が届かないということにもなり

ますので、ぜひそのあたりの周知を少し強めていた

だくことのやっぱり強化週間だったりとか、何かそ

ういったものもぜひ体制としてとっていただきたい

というふうに思います。また、さらに市のホームペ

ージの工夫も必要なのかなというふうに感じている

ところもございますので、そのあたりも関係課と協

議していただきながら進めていただきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、項目２、連絡網の仕組みづくりにつ

いてお伺いをさせていただきます。世代によって情
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報交換の方法は大分異なりますけれども、最近では

携帯電話、スマートフォンの普及によりメールやＳ

ＮＳ、代表いたしましてラインによる情報交換の利

便性を求める声が多くあります。例えば学校内での

連絡網ですけれども、これはやはり携帯電話のご家

族と家電の家族があるということの連絡網体制の中

で、やはり共働きをしているご家族によってみれば

家族の家電のほうに連絡を届けるようなスタイルに

なっていますと連絡が滞ってしまうというケースが

多くあるそうです。 

 また、これまでの災害や先日の震災のときにも感

じたことでございますけれども、緊急時の連絡はや

はり各担当者から一斉に配信されることが効果的だ

というふうに感じました。私もいろいろな町内会長

さんとの連絡のやりとりをさせていただきましたけ

れども、やはり一堂に会してそういった情報を発信

できれば、もっともっとその情報が早くつながるの

になというふうに、行動にも早くつながるのになと

いうふうにも実感したところでございました。 

 また、行事の情報発信もありますけれども、今広

報あかびらにおいても紙の媒体の資料が大変多くな

っているということの町内会からのいろんなお問い

合わせもありますし、今後紙の経費節減にもつなが

るというふうにも感じるのですけれども、ぜひ教育

ライン、市内の行事ライン、震災だったりとか緊急

の対応をするそのラインなど、主要な発信ラインの

体制を各担当課との協議の上でつくっていただきま

して、時代に合った効果的な市民との連絡網の体制

をつくっていただきたく思っております。また、携

帯電話、スマートフォンを利用した連絡体制の仕組

みのあり方についても今後は検討していくべきだと

いうふうに感じますけれども、この点につきまして

はいかがお考えでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 学校や地域防災、さらに

市内全体での情報発信を携帯電話で行う仕組みづく

りについてでございますが、赤平市におけるさまざ

まな政策や各種施策につきましては広報あかびらや

ホームページを通じまして情報発信に努めてきたと

ころでございます。また、若者の移住定住につなげ

る事業や子育てを支援する事業など若者向けの情報

発信も同様に取り組んでまいりましたが、若者には

十分に情報が行き届いていないことも否めないと考

えてきたところであります。 

 ホームページなどのインターネットサービスで

は、ウエブサイト上に不特定多数の人向けの情報が

掲載、提供されますけれども、ＳＮＳでは共通の話

題等に関心を持つ人同士でコミュニティを形成し、

得たい情報を得ることが可能でございます。また、

受信者同士の情報交換を行うなど双方向の交流が可

能ですし、受信者が共感した情報がその友人などに

伝達する拡張性もあり、短時間で広範囲に情報が伝

達されるものでもあります。 

 そこで、赤平市では代表的なＳＮＳでありますフ

ェイスブックを導入しておりますが、一般のユーザ

ーの共感、関心をつなぎ続けるには質の高い情報を

適切な量で発信し続けることが重要でありますた

め、情報の収集体制の構築が円滑な運営につながる

ものと考えております。議員のご提案には、ＳＮＳ

のほかメールでの情報発信についてもあわせてご指

摘がございましたけれども、学校に関する情報、地

域の防災、市内のさまざまな情報に対するユーザー

から寄せられる緊急的なコメントなどへの具体的な

対応方法には課題が残っていると考えておりますの

で、慎重な検討をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 そうですね。そ

の体制をつくるに当たっては、大変慎重性を高めな

がら取り組んでいただきながらご検討いただくとい

う形になるというふうに思うのですけれども、この

間もやはり親御さんのお話を聞かせていただくと、

本当に連絡網の体制のあり方というのは早く来れば

早く来るほど、やはりそれだけ近隣のお母さんたち

にも情報伝達がすごくしやすいということだったり

とか、お母さんたちの仲のいい方との中でもライン

でつながっている方たちのスピーディーさだったり



 －119－ 

とかということの利便性のお話もいただいたところ

であったりとか、あとやはりほとんどもう家族では

ラインの中で会話をしているというご家族も多いと

いうことも聞きました。 

 先ほど課長がお話しいただいていたフェイスブッ

クのことなのですけれども、フェイスブックは見る

タイミングによってそのタイムリーさに欠けたりす

るというところがあります。いいねと押されるタイ

ミングによって、例えば１週間前のことが今の出来

事のような形でアップされるということがありまし

て、時間軸がずれているというところもありますの

で、緊急性を要する場合にはちょっとそぐわないか

なというＳＮＳの対応なのかなというふうに感じて

いるところがございます。そのあたりが改善される

といいかなというふうに感じておりまして、また再

度検討されるということではございますけれども、

このような仕組みをつくるということは最初から実

用性、実用的になるということはなかなか難しいの

ではないかなというふうに思います。どういった世

代間の中でそういうことを取り入れるかだったりと

か、どういった手法の中でそういったものを、それ

とあとどういった時間の中でそういったものを皆さ

んで共有していくかというところもいろいろな問

題、課題というのが本当にあるかなというふうに思

うのですけれども、１度試験期間を設けてやってみ

るということもあってもいいのではないかなという

ふうに思います。その試験期間の中で、今いろいろ

とお考えの課題や問題事が見えてくるというふうに

思いますし、その調査、分析、改善をしていきなが

ら前向きにやっていくという考えもあるかなという

ふうに感じているのですが、この点につきましては

いかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 期間を限定した中での試

験的な情報発信についてでございますが、事前に登

録していただいた皆様に直接メール等によります情

報発信などのアプローチを行うことは、マーケティ

ング手法として古くから重要視されていると思いま

す。学校に関する情報、地域の防災、市内のさまざ

まな情報がございますので、登録された方の情報ニ

ーズをあらかじめ把握しておく必要もございますこ

とから、メール配信ツールの選択にも工夫が必要で

あると考えております。 

 先ほども申し上げましたが、現在代表的なＳＮＳ

で基本的に無料でありますフェイスブックによる情

報発信をしておりまして、先日の地震発生の際には

小中学校について地震発生当日は臨時休校となるこ

と、また保育所は地震発生当日から通常どおり開所

していることや節水の呼びかけなど随時情報を掲載

したところであります。閲覧件数ですと、電気の復

旧により赤平市の断水が回避されるという情報には

1,300件、金曜日には小中学校は通常どおり授業を行

うという情報には1,600件を超える閲覧があったと

ころでございます。災害時におけるフェイスブック

によります情報発信が一定の周知効果がございまし

たが、議員ご提案のメールやほかのＳＮＳなどもあ

わせまして、よりよい情報発信について研究をして

まいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 その先日の震災

のときにもそういった件数、1,000を超える件数の人

が見ているということがわかったということは、そ

れだけのやはり今利用されている人が多いというこ

とと、そういうものを求めているということだとい

うふうに私は思いますので、ぜひそういったことを

前向きにご検討をこれからも進めていただきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、項目３、空き地・空き家の条例につ

いてお伺いをさせていただきます。近年、人口減に

伴いまして、昨日の一般質問でもございましたけれ

ども、空き地、空き家がふえている中ではございま

すが、その中でのトラブルもより一層注力をしてい

く必要があるということを強く実感しています。 

 先日、豊栄町の住宅地の空き地に大手の会社がソ

ーラーパネルを設置するということで、資材を運び

入れている段階で初めてその地域住民の方たち、近
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隣住民の方たちはわかったということで大変慌てて

いた状態だというふうにお聞きしました。私も実際

にその現地を見させていただいたところでございま

すけれども、またさらにそのソーラーパネル設置を

取りやめをしてほしいという住民が今も相手方の会

社のほうへ交渉中だというふうにも伺っているので

すけれども、住宅が隣接する敷地にソーラーパネル

を設置すると、やはり最近はいろいろ問題事があり

まして、反射光であったり、１日カーテンをして家

で暮らさなければいけないということも大変多くあ

る中で、日常生活が近くにソーラーパネルがあるこ

とによって大変不安だということの声が寄せられて

おりました。 

 さらに、空き地に雑草が生い茂ってその処理に困

る声であったりとか不法投棄、また空き地ではいた

ずらの侵入者、放火の心配、冬期間の除雪対応の問

題など不安は尽きないという状態だということを皆

様から意見を聞かせていただいたところでございま

す。この中におきまして、空き地、空き家の問題を

改善するためにも赤平市独自の条例のあり方、ルー

ルなどを検討していくべきだというふうに感じます

けれども、この点につきましてもお伺いをさせてい

ただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 空き地、空き家の

条例制定についてでございますが、空家等対策の推

進に関する特別措置法が制定されまして、特定空き

家等の所有者に対しまして取り壊しなど何らかの対

策を講じるよう助言、指導、勧告、命令、代執行と

いった一連の手続を行うことが規定されましたこと

から、条例そのものを廃止する団体も見受けられた

ところでございます。しかし、さきにお答えさせて

いただきましたとおり、法には盛り込まれていない

規定、例えば自治組織や市民活動団体の役割や氏名

等の公表、即時執行などがあること等指摘もされて

おりますことから、今後設置する予定でございます

空き家対策協議会で条例の制定につきましても検討

してまいりたいと考えているところでございます。 

 また、空き地対策につきましては、さきの委員会

でもご報告させていただきましたが、空き地管理に

関する指導等については本市におきましては根拠が

なく、その指導など取り組みが困難でありましたも

のの、道内では35市のうち28市が既に取り組んでお

り、そのうち15市が条例を、７市が空き地管理指導

要綱等を定めておりまして、札幌市は要領を、近隣

市も要綱により実施してございます。このことから、

今般本市におきましても近隣市を例に要綱を定めた

ところでございまして、空き地が現に管理不良の状

態にあるときには雑草等を除去するよう勧告するこ

とができる規定や雑草等の除去を行う者のあっせん

に係る規定などを定めたところでございますが、こ

のことにつきましては告示やホームページへの掲載

等により周知を図ってまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 今のできる範囲

の中での中で前向きにご検討いただくということの

お話でしたけれども、さらに私有地の部分の条例に

もなってくるというふうに思うのですけれども、そ

のあたりは大変扱いが難しいところだというふうに

思うのですが、他市の取り組みの中において景観条

例とともに、この空き地と空き家の拡大のトラブル

を防ぐということを位置づけているところがござい

ます。例えば多くあるのですけれども、大変有名な

函館市の場合でございますけれども、歴史的な景観、

建物が多いことから、都市景観条例によりまして都

市景観形成地域を指定した歴史的景観の保全と魅力

ある生活環境の創出に向けてということで、市民と

行政が一体となった取り組みを目指しているという

ことの方向性です。 

 そこで、空き地、空き家の相談室を設けて専門的

な知見からアドバイスをいただくなどの仕組みをつ

くり出しているということと、あと景観形成を保つ

ための皆さんのいろんな議論がされている中で、空



 －121－ 

き地と空き家というものも皆様で考える状態にある

ということでございました。当市におきましても理

想の景観をしっかりと考えた上で空き地、空き家の

課題を整理していくという方法もあるというふうに

感じておりますけれども、その点につきましてはい

かがお考えでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 景観上の取り組み

についてのご質問でございますが、先ほどのご質問

にもありました太陽光発電施設の設置につきまして

は再生可能エネルギーに対する社会的要請があり、

相当ふえてきておりますけれども、反射光だけでは

なく、場合によっては景観の破壊といったところま

で起きまして、地域住民とのトラブルに発展した事

案もございます。こうしたことから、北海道建設部

におきましては景観に対する影響が予測されるとい

たしまして、平成21年11月に北海道太陽電池・風力

発電設備景観形成ガイドラインを策定いたしまし

て、大規模な施設整備の場合に事業者が自然景観や

街並み景観などの周辺環境との調和を図るために配

慮すべき考え方を示しまして、市町村の理解を深め

ているとされ、魅力ある景観形成を進めているとこ

ろでございます。 

 このほか、お話のように景観条例を制定し、空き

地の適正管理等に取り組んでいる団体もございます

が、当市におきましては相続など専門的な相談につ

きましては無料法律相談などをご利用いただき、さ

らにこれも先日答弁させていただきましたが、空き

地、空き家対策に対応できますよう役割分担し、庁

内での実施体制の調整を進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。よろしくご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 前向きな対応を

いただくということで理解させていただいたところ

でございますけれども、今後のその協議をしていた

だく過程においてさまざまな問題があるというふう

に思いますけれども、ぜひ市民の方たちの意見を取

り入れながら進めていただきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、件名３に移らせていただきます。コ

ミュニティの向上について、項目１、協働のための

職員研修の検討についてお伺いをさせていただきま

す。多様化する地域社会の中で、それぞれの考え方、

動きだけではなく、横断的な考え方をいかに行政運

営で持つことができるのか、また企業や市民活動団

体と行政がともに目的意識を寄り添うことができる

のかということがこれからはさらに必要になってく

ると感じています。例えばエルム高原施設、赤平市

交流センターみらい、またそのほかの公共施設、そ

してＡＫＡＢＩＲＡベース、炭鉱遺産ガイダンス施

設など市内、市民の感覚だけではなく、他市からの

受け入れやサービス力が求められる施設の運営も手

がけている中でございますが、さらにそこには民間

団体との連携をしながら運営をしているなど建物の

管理運営もあることながら、それぞれの建物に人を

呼び込む方法というものは多様なノウハウや経験、

サービス力やみんながつながっているという意識が

求められるというふうに思います。 

 また、子育て、福祉、教育、病院や窓口業務など

の全般におきましても市民とともにある協働の意識

をどのように持つべきなのかといった観点がさらに

重要だというふうに感じています。昨日も子育て支

援について、さまざまな質問がありました。その答

弁を聞いていた中でも本当にもう少しやはり市民の

ための、市民に寄り添った考え方の中での協働の目

的意識というものをもう少しやはり全般的に考えて

いただく体制というのが必要だなということが実感

として感じております。その協働の意識を高めるた

めにも行政側だけではなく、市民団体や企業の取り

組みを聞く機会を市職員の研修の一環としても組み

入れて、それぞれの団体の問題事や課題についてワ

ークショップをするなど官民が協力する体制、意識

をさらに構築していただきたいというふうに思って

おりますが、この点につきましてはいかがでしょう

か。 
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〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 協働のための職員研修の

あり方についてお答えをさせていただきます。 

 活気あふれる地域社会を形成するには、市民の皆

様や企業、各種団体や議会、そして行政が一体とな

った取り組みが必要であり、それぞれの視点から見

える発想や人脈などを生かし、いろいろな方が参画

できる事業の拡充を図りながら協働のまちづくりを

推進していく必要がございます。例えば観光施設や

社会教育施設におきましても多くの方々に利用して

いただくには、これまでの行政の取り組みと市民目

線での新たな取り組みなどお互いの情報を共有し、

補い合うことでよいものが生まれるものと考えてお

ります。行政としましても、できるだけ市民の方々

や企業、団体など地域に寄り添い、同じ目標を定め、

それぞれの役割を認識してまちづくりを進めてまい

りたいと考えております。職員におきましても市内

のまちづくり団体に１名研修で派遣しており、また

それ以外の職員につきましても自主的な活動の一つ

としてまちづくり行事への参加や火まつりの赤ふん

ランナー、商店街で行われるイベント、町内の盆踊

りや草刈り、廃品回収など地域の行事に参加をして

おります。行政の職員も地域の一員としてこのよう

な活動の中で協力し合うことができれば、協働の意

識も高まることと思います。また、市内の企業や団

体で行われている人材育成事業などにも機会があれ

ば研修の一環として参加についても検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 先ほど私は、市

職員の研修の中に市民団体や企業の取り組みを聞く

機会を設けてはということの提案をさせていただい

たわけなのですけれども、今ご答弁いただいた内容

の中ではやはり市職員の中でも積極的に地域団体に

参画して活動をしている人がいたり、あとは本当に

地域、町内の活動とかにも参画していただいている

市の職員の方たちもすごくいらっしゃるということ

を聞いたと同時に、私も一緒に活動させていただい

ているところでもありますけれども、やはりそうい

った職員、市民活動に参加されている市の職員がい

らっしゃる中で、そういった方々との意見交換だっ

たりとか発表の場だったりとかということもあった

り、そういったことを情報交換するということだけ

でもまたちょっと変わってくるのではないかなとい

うふうに思っています。やはりまちづくり、地域づ

くり政策を進めていく中では、行政は進めていく方

向ではあると思うのですけれども、やはり市職員と

どのように目的意識を共有させて、継続して発展的

に充実した事業にしていくということにはそういっ

た意識というものが、協働意識というものがとても

大切になってくるのではないかなというふうに感じ

ておりますので、その部分につきましてもぜひ市職

員の皆様との情報共有をぜひしていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、項目の２、コミュニティ課の検討に

ついてお伺いをさせていただきます。これからは、

日本の史上初の人口減社会に突入でございます。そ

こで、さまざまな団体が弱体化しているというふう

に感じるところもございます。また、そういった予

想もされてくるというふうに思います。人口減に伴

いまして、行政運営自体も縮小されていくというふ

うに思いますけれども、これからの時代を生き抜く

対応力といたしまして、当市におきましても行政運

営や地域づくりにおいて弱体化している部分、でき

ないことを他市、他団体やボランティアがいかに協

力し合える体制を築けていくのか、またさらにでき

ることをこれからのまちの魅力として発展的に延ば

していくことができるのか、充実した事業体制など

をコーディネートする調整役が必要になっていると

いうふうに感じております。それぞれの課で市内の

関係する行事に参加していっても本当に感じること

というふうに思いますけれども、前にも質問しまし

たように協働のための職員研修のあり方、横断的な

職員体制のあり方とともに地域のコミュニティのあ
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り方、それぞれの事業体制の見直し、さらにはこれ

からももっと企画の中では考えていかなければいけ

ないところだというふうに思いますけれども、市外

との連携のあり方なども行政運営をスピーディーに

より改善していく提案や具体的な調整役といたしま

してコミュニティ課を設置してはというふうに考え

ますが、この点につきましてはいかがお考えでしょ

うか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） コミュニティ課の検討に

ついてお答えをさせていただきます。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略における

各種施策につきましては、市民と行政が一体となり、

さまざまな分野や各年齢層における施策を講じ、赤

平に住み続けたい、移り住みたいと思えるような特

色を生かしたまちづくりを進めることとされており

ます。本市では、市民活動に関することについては

企画課で所管し、町内会活動及び市民相談や消費生

活、交通安全など市民の身近な問題に関することに

ついては市民生活課で所管をしております。町内会

や文化団体、ＮＰＯ法人やスポーツクラブ、青少年

育成など、さまざまな目的でつくられた全ての団体

を網羅している課というものが存在しないため、そ

れぞれ所管する担当課で団体との相談や情報の共有

を図っているところでございます。 

 現状の職員数で新たな課を創設するには課題もあ

り、難しいかと思いますが、今後のまちづくりを進

める上で団体の課題を解決するための調整役も必要

であるとは感じております。情報の共有については、

所管業務はこれまで同様に各担当で行い、必要に応

じて他の課への相談や引き継ぎなどが生じる場合に

は係同士で情報の共有を図るなど改めて方針を定め

ることが重要であると考えております。担当課単独

では気づかないことも他の課からの情報提供やアド

バイスによりスムーズに進むこともありますので、

課内だけではなく他の課とのコミュニケーションを

とりながら対応していきたいと考えております。 

 平成29年度より全課長が集まる庁議につきまして

も毎月定例で開催をしております。今後も内容によ

っては庁議とは別に課長会議を開催し、その中で各

課の事業の進捗状況などを確認し合い、情報の共有

を図りながら課同士または課内部のコミュニケーシ

ョンをとり、報告、連絡、相談を徹底した上で地域

の課題への対応をしてまいりたいと考えておりま

す。また、必要に応じて関係課にまたがる職員のグ

ループワークなどの取り組みも考えてまいりますの

で、ご理解いただきたくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 庁議も毎月１回

だったり、そのほかの対応も考えていただけるとい

うことなのですけれども、やはりどうしても時代の

スピード感と対応力というか、変化が追随していな

いのではないかなというふうに感じることがすごく

最近多いかなというふうに思います。やはりこれま

でも同様な質問と答弁をいただいているところでご

ざいますけれども、そしてそういったお話も何回も

繰り返しいただいているところなのですが、やはり

今のお話も含めまして、たびたびワークショップだ

ったり会議だったりとかということをふやすという

ことも必要なのかもしれませんけれども、そういう

ものを日ごろからしっかりと監視する立場というも

のが必要になってきているのではないかなというふ

うに感じていまして、今のお話から聞いてもやはり

もう少しその部長制だったりとか課長補佐というこ

との配置ということも今後の行政改革の中で検討し

ていくべきなのではないかなというふうに感じるの

ですが、その部分につきましてはいかがお考えでし

ょうか。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 組織についてのご質問で

ございます。これから行政を取り巻く環境というの

は多岐、多様化によりますます難しくなってくるも

のと思われます。また、人口減少も進む中で持続可

能な組織であるために行政改革を進めていかなけれ

ばならないという考えのもと、本年度行政改革室を

設けたところでもございます。行政改革の検討にお
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きましては、ご指摘をいただいております庁内の情

報共有、連携がより円滑にできるような組織体制の

構築についても課題として取り組んでまいりますの

で、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 そうですね。ス

ピード感を持ってということで、市長もいろいろと

お考えのところもある計画がいろいろと進められて

いるところでございますけれども、今のような体制

もその中の一部なのかなというふうに感じるのです

が、昨日からの一般質問の中におきましてもやはり

その計画が進んでいないところも出てきているのが

現状でして、その全てが当初どおりに進むというこ

とではないにしても、どうしてもやはりその背景の

中におきましてはもう少し横との連携であったりと

か調整が必要な部分がとってもあるのではないかな

というふうに感じるところもございましたので、ぜ

ひ今後もさらなる課の連携体制とともに、まち全体

のコミュニティ向上に努めていただけるような体制

というものをぜひ築いていっていただきたいという

ふうに感じております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、件名４、子どもたちのスポーツ環境

の考え方についてお伺いをさせていただきたいと思

います。子供たちが成長する過程におきまして、い

ろいろな運動やスポーツを経験しまして、その中か

ら興味、関心のある種目を見つけ、生涯にわたりま

してスポーツを実践する能力や体力をつけて人生に

おいて生きがいを見出していくといった環境づく

り、子供たちが自分の好きな分野で活躍し、その経

過を地域でも応援し、将来の夢をふやしていけるよ

うなことを促すということも私たち大人の役割だと

いうふうに感じている中でお伺いをさせていただき

ます。 

 項目の１、小学校のクラブ活動のあり方について。

小中学校の統廃合が行われまして、本年度から中学

校も１校となりました。２学期からは校舎も新しく

変わりまして、学習、スポーツ環境が大変すばらし

いことに整いました。その中で野球部、バレー部な

どスポーツの部活動を行える環境も十分に整ったわ

けでございますけれども、小学校のほうでは部活動

がなく、今では特別学習のクラブ活動でスポーツの

対応をしているということでございますが、今小学

生がクラブ活動を通して全てスポーツ競技を学べる

時間というのはどのぐらいあるのでしょうか、お聞

かせいただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 各小学校におけるクラブ活動は、特別活動という

授業の中で行われております。また、特別活動の授

業時数につきましてはどの小学校においても年間35

時間程度でありまして、その中で学校行事、児童会

活動、学級活動などが行われますため、クラブ活動

としての時数は年間10時間程度となっております。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 年間10時間とい

うことですけれども、やはり本格的にスポーツ競技

をしたいという子供たちには大変少なく、また中学

校と部活動の連動性がないために赤平の子供たちの

スポーツ競技の成績も大変弱体化をしているという

ふうに思います。しかし、当市では小学生に対して

野球を初めといたしますスポーツ競技において民間

ボランティアの指導者がチームをつくり、教えてい

るものもあります。子供たちに人気なスポーツ競技

におきまして、小学生の授業の一環としてさらに取

り入れてみる、部活動ではなくても学校教育の中で

当市独自の企画を提案するなど小学生から中学生の

過程におきまして連携してスポーツ競技を打ち込み

やすい環境をつくる体制を築いていただくというこ

とのお考えはないのかということをお聞かせいただ

きたく思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、確かにクラブ活動の時数は

少ないと思うところではありますが、学習指導要領

の改訂に伴い教科として外国語科がふえるなどクラ



 －125－ 

ブ活動の時数をふやすということは教育課程の編成

権を持つ学校長にとっては非常に困難なものと考え

ます。しかしながら、小学校の体育の授業において

は水泳、スキーを初め、ソフトボール、ミニバレー、

サッカーなどの要素を取り入れたボール運動、また

走る、跳ぶなどの要素を取り入れた陸上運動などを

行っており、これらの体育授業は全て将来さまざま

な競技の基礎づくりにつながるもので、現状のクラ

ブ活動の数だけでは言えないところがあります。今

後とも子供たちの成長過程での運動体験の有用性を

考え、クラブ活動を含む学校教育におけるスポーツ

体験の奨励に努めてまいります。 

 なお、社会教育課において本年度の新規事業とし

て小学校高学年の児童を対象とした赤平中学校のス

ポーツ及び吹奏楽部を含む部活動の体験交流事業を

実施するため、現在日程調整を行っております。部

活動の指導のみならず、中学生との体験、交流を通

して小学校卒業後に中学校の部へ加入し、活動して

いただくことを期待しているところです。今後にお

きましては、小学生の中学校部活動へのつながりを

強化するよう努めるとともに、どのようなスポーツ

の体験を望むのかを調査してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 学習指導要領が

変更した中での困難ということとクラブ活動だけで

はなくて、そのほかの体育の中でいろいろな種目の

スポーツ競技を経験することができるということの

お話でしたけれども、やはりもう少し赤平市の教育

委員会としての立場、役割といたしましては、子供

たちがどのように成長していっていただきたいかと

いうことをスポーツ競技の部分の中でももう少し小

学校、中学校の先生たちとも協議を進めていただき

たいというふうに感じるところがあります。そうし

なければ、例えば小学校、中学校との連携というの

もあり得ませんことですし、ですから今もう少し小

中の部活動のつながりというものを強化していただ

けるように努めていただくということの流れの中

で、もう少し具体的な取り組みを考えていきたいと

いうこともご意見でありましたが、もう少し何かお

考えございましたらお聞かせいただきたく思うので

すけれども、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 ご存じのとおり、本市では平成34年４月の小学校

３校統合を目指しているところであります。そこで、

小学校と中学校の教職員の協力関係についてのご質

問でありますが、最近の教育現場においては文部科

学省が推進している小中連携一貫教育の考えが現在

の教育界に浸透してきている状況もあり、この小中

連携一貫教育の考え方に照らして小中学校の教職員

が義務教育９年間で児童生徒を育てるという発想を

持つことが今日的には大変有意義なことだと考えて

おりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。その小中一貫教育の部分というのがこれか

ら出てくるということの流れの中で、ぜひ公立の教

育環境というものは今もそういうふうに変化はして

きているというふうに思うのですけれども、今民間

学校の学校のスタイルというのももう以前から９年

間の教育を視野に入れてやっているところがござい

ますので、そういったところもぜひ参考に見学だっ

たりとか視察に行っていただくなど情報として取り

入れていただきながら、その一貫教育のあり方とい

うものを赤平市のものを考えていただきたいという

ふうに強く願うところでございます。これから小学

校も統合というものが進むということの計画がある

中で、十分にそういった情報も収集していただきな

がら議論を進めていただきたいというふうに思って

ございます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、項目の２、野外競技場の検討につい

てお伺いをさせていただきます。学校の授業や部活

動ではなくて、民間でのスポーツ競技団体が野外競
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技場を使用したい場合でございますけれども、どの

ような協議のもと進められているのでしょうか。例

えば今野球やサッカーなどの練習の際に公共施設の

グラウンドを使用していると伺っていますが、ほか

の学校の行事で使用できない期間もあることから、

今は廃校になった施設のグラウンドを使用している

状態と伺っています。その場合、トイレ、水道等の

衛生施設がとめられている状態でありまして、十分

な衛生環境が確保できていないままであるというこ

とは、子供たちにもとっても集中できない状態であ

ることと大変危険な状態であるのかなというふうに

感じます。スポーツ競技を振興していく上では、衛

生面も確保できる場所を提供していくべきだという

ふうに思いますし、そのあたりのお考えと、また近

隣チームとの試合をする場合などにおきましても駐

車場、トイレなど大変苦労している状態と伺ってい

ます。前の質問でもお伺いしましたように、小中学

校を通して子供たちが野外で行うスポーツ環境の改

善について学校と民間団体との連携、さらに地域社

会と民間団体との連携を考えた上でどのような競技

のあり方があるのか、調整役の行政といたしまして

のお考えをお聞かせいただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 野外競技場の検討

につきましてお答えさせていただきます。 

 小中学生の屋外スポーツに関しましては、基本的

に授業終了後に早目に練習等を行える各学校のグラ

ウンドを活用することを基本としております。特に

中学校の新校舎建設に伴うグラウンドにつきまして

は、高校跡のため非常に規模が大きく、小学校につ

きましても今後旧赤平中学校跡に新校舎を建設する

ことを検討されており、改めて校舎建設時にグラウ

ンドも利用しやすいよう整備されると思います。 

 市内には、虹ケ丘球場、河川敷のサッカー場もあ

りますので、学校行事と重なってグラウンドが使用

できないような際は本大会前、さらに本大会前にご

利用するという場合にはこういった球場、サッカー

場を利用いただいております。しかし、市内小学生

の野球少年団につきましては新たな設備整備を要望

することなく、中央中学校跡のグラウンドを使用し

たいとの申し入れがあり、新たな土地利用がなく、

未使用な期間限定で利用することは可能として、こ

れらを理解した上で現在利用されている状況でござ

います。このため、議員より環境整備を検討すべき

ではないかとのお話もございましたが、こうした話

し合いも既に行い、さらに今後継続的な利用見込み

のないグラウンド施設に投資することは困難である

と考えております。先ほど申し上げましたように、

小学校の効果的なグラウンド整備を含め、小中学生

ともに学校グラウンドの利用を基本に状況に応じて

虹ケ丘球場、河川敷のサッカー場などを利用してい

ただきたいと思いますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 今もご答弁いた

だきましたけれども、お話はされていてということ

で、その経過の中でそういった状況になっていると

いうことなのですけれども、本当に今は民間の団体

でございますけれども、トイレへ行くのも近くのス

ーパーのトイレを使ったりとか、またその場所に行

くのも親子で乗り合い、車乗り合いで子供を乗せて

いくだったりとかという、その作業自体も大変苦労

されているというお話も聞く中で、どうしてそのよ

うな背景になったのか、これまでの流れがあるとい

うふうに思いますけれども、やはりもう少し子供た

ちが野外競技に集中できる環境づくりというものに

対して、これからも関係者との協議をぜひ前向きに

進めていただきたいというふうに思っています。 

 それと、さきの質問におきまして、実は小中一貫

校をこれからいろいろ考えているというところでご

ざいますけれども、そういった場合の可能性につい

てお聞きしたいことが１点あるのですが、学校教育

課のほうから先ほどもその内容が提案がありました

けれども、そこで中学校の先生が小学校の取り組み、

例えば民間の団体のスポーツ団体におきましてもそ

の指導者として協力可能になってくるということに
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なりましたら、環境を整えるためにおきましても今

後予定されています新校舎の小学校のグラウンド、

また今新しい中学校のグラウンドというのがとても

広い状態であいているスペースがあります。そこに

小学校の野外活動もできるということを組み入れ

る、例えば小学校と中学校が近いところで練習をし

ている状態でありますと、互いに刺激もあって向上

することも考えられるでしょうし、志も大変高いも

のになってくるのではないかなというふうに感じま

す。ですから、小中一貫教育になった場合に、もっ

と中学校と小学校が寄り添った中でスポーツ競技を

できる環境というのが整えるのではないかなという

ふうに感じます。今回のグラウンド整備のこともそ

うなのですけれども、そのあたりにつきましてはど

のようなお考えなのかお聞かせいただきたく思いま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 教職員の交流あるいはグラウンドなどの学校施設

の活用につきましては、今後におきまして可能性に

ついて検討してまいりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 また、要望とい

たしまして、これから小学校の統廃合が進む中でご

ざいますが、学校教育だけではなくて、市民と民間

との連携で野外競技ができる体制や環境づくりを前

向きに考えていただきたいというふうに感じていま

す。例えば道具の置き場所や冬期間も競技できる練

習場所がということもあります。また、近隣地域で

も冬期間でもグラウンドと同じように砂地、地面の

上で練習できる室内競技場があります。赤平の子供

たちも利用しているということを聞きますが、その

あたりも含めて今後の施設のご検討をいただけたら

というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（北市勲君） 以上をもって、一般質問を終

了いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） お諮りいたします。 

 委員会審査等のため、あす20日から26日までの７

日間休会いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、あす20日から26日までの７日間休会する

ことに決しました。 

                       

〇議長（北市勲君） この際、ご報告いたします。 

 さきに設置されました決算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。委員長に竹村議員、副

委員長に御家瀬議員が選任されましたので、ご報告

をいたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ０時２４分 散 会） 
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